
 

福島県養殖飼料価格高騰対策事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 不安定な国際情勢や円安等により配合飼料価格が急激に高騰し、影響を受けている県

内の養殖業者の経営安定を図るため、漁業経営セーフティーネット構築事業費補助金等交付

等要綱（平成２２年３月３０日付け２１水漁第３０３６号農林水産事務次官依命通知）の第

４の（２）に定める養殖用配合飼料価格安定対策事業（以下「漁業経営セーフティーネット

構築事業」という。）に加入している県内の養殖業者（以下「補助事業者等」という。）に

対し、福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和４５年福島県規則第１０７号。以下「規

則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

（補助の対象及び補助額） 

第２条 補助金は、補助事業者等が別表に掲げる事業を行う場合に、当該事業に要する経費に

ついて交付するものとし、その額は、別表に掲げる補助率の範囲内で知事が定める額とする。 

 

（申請書の様式等） 

第３条 規則第４条第１項の申請書は、第１号様式によるものとし、知事が別に定める日まで

に提出しなければならない。 

２ 補助事業者等は、規則第４条の規定に基づき申請を行うに当たり、当該補助金に係る消費

税及び地方消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のう

ち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の

規定により仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じ

て得た金額をいう。以下同じ｡)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時に

おいて当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りで

ない。 

 

（補助金交付の条件） 

第４条 規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更は、別表の軽微な変更の欄

に掲げる変更とする。 

２ 補助事業者等は、規則及びこの要綱の定めに従わねばならない。 



 

（変更の承認） 

第５条 規則第６条第１項第１号又は第２号の規定に基づき知事の承認を受けようとする場合

は、福島県養殖飼料価格高騰対策事業変更（中止・廃止）承認申請書（第２号様式）を知事

に提出しなければならない。 

 

（申請を取り下げることができる期日） 

第６条 規則第８条第１項の規定により別に定める期日は、交付の決定の通知を受理した日か

ら起算して１０日を経過した日とする。 

 

（概算払） 

第７条 知事は必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について、概算払の方法

により補助金の交付をすることができる。 

２ 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、福島県養殖飼料価格高騰対

策事業補助金概算払請求書（第３号様式）に概算払の必要性を明らかにする書類を添えて知

事に提出しなければならない。 

 

（完了報告） 

第８条 補助事業者等は、事業が完了したときは、速やかに福島県養殖飼料価格高騰対策事業

完了報告書（第４号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第９条 規則第１３条の規定による実績報告は、福島県養殖飼料価格高騰対策事業実績報告書

（第５号様式）により、事業完了の日（事業廃止について知事の承認を受けた場合において

は、承認を受けた日）から起算して３０日を経過した日（交付決定時においてすでに事業が

完了している場合は、交付決定の日から起算して３０日を経過した日）、又は補助金の交付

決定があった日の属する年度の３月３１日（全額概算払により補助金の交付を受けた場合に

は当該年度の翌年度の４月３０日）のいずれか早い日までに行うものとする。 

２ 補助事業者等は、前項の規定に基づき実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入

れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなけ

ればならない。 



 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１０条 補助事業者等は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係

る消費税仕入控除額が確定した場合には、速やかに福島県養殖飼料価格高騰対策事業補助金

に係る消費税相当額報告書（第６号様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全額又は

一部の返還を命じることができる。 

 

（補助金の交付の請求） 

第１１条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者等は、事業が完了した場合は、第９条の実

績報告書に併せて、福島県養殖飼料価格高騰対策事業補助金交付請求書（第７号様式）を速

やかに知事に提出しなければならない。ただし、全額概算払により補助金の交付を受けた場

合は、この限りでない。 

 

（会計帳簿の整備等） 

第１２条 補助金の交付を受けた補助事業者等は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その

他の書類を整備し、事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存し

ておかなければならない。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年８月１８日から施行し、令和５年４月１日以降に実施される事業に

適用する。 

  附 則 

 この要綱は、令和６年１２月２６日から施行し、令和６年４月１日以降に実施される事業

に適用する。 

  附 則 

 この要綱は、令和７年１２月２６日から施行し、令和７年４月１日以降に実施される事業

に適用する。 

 

 

 



別表（第２条、第４条関係） 

事
業
名 

経 費 補助率 

軽微な変更 

経費の配分の変更 事業内容の変更 

福島

県養

殖飼

料価

格高

騰対

策事

業 

 漁業経営セーフティーネット構築事

業に加入している養殖業者が購入した

配合飼料のうち、令和７年４月１日か

ら令和７年１２月３１日までの間に納

品されたものに係る購入経費 

定額（※） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 事 業 費 の

20％以内の減

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業実施主体の

変更以外の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※補助額の算定は次の方法による 

 

 四半期毎の購入飼料実績（トン）（Ａ） 

 漁業経営セーフティーネット構築事業の補てん単価（円/トン）（Ｂ） 

 四半期ごとの補助額（Ｃ）=（Ａ）×（Ｂ）× 1/2 × 1/2 

 ※（Ｃ）は１円未満切捨て。 

 

 

 


